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大台町空き家改修費補助金交付要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家の有効活用を図るとともに大台町への移住促進及び        

町外への人口流出を防ぐことを目的に、空き家の改修工事に要する経費に対し

て大台町空き家改修費補助金（以下、補助金という。）を交付することに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）空き家 大台町空き家バンク実施要綱（平成２４年大台町告示第２５号）

第４条第２項の規定により登録された物件で、個人が居住することを目的

として所有し、現に居住していない町内に存在する空き家をいう。 

（２）所有者 空き家に係る所有権又は賃貸借を行うことができる権利を有す

る個人をいう。 

 （３）利用者 １０年以上大台町の住民基本台帳（以下「住基台帳」という。）

に登録する見込みで空き家を購入し、又は賃借する個人をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象

者」という。）は、売買契約の場合は空き家の利用者、賃貸借契約の場合は空

き家の所有者又は利用者とし、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

（１）利用者は、所有者の三親等内の親族でないこと。 

（２）申請時において、申請者又は住基台帳に記載されている世帯員全員 

が、納期の到来した租税公課等を滞納していないこと。 

（３）所有者及び利用者とその世帯員が、大台町暴力団排除条例（平成２３年

大台町条例第１号）第２条第２号に規定する暴力団員でないこと。 

（４）過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。 

 

 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は、

次に掲げる全ての要件に該当する空き家の改修とする。 
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（１）町内の建築業者（個人事業主を含む。）が改修工事の主たる施工業者（元 

請業者）であること。 

（２）台所、風呂、便所、居室、内壁、外壁及び 

屋根等の居住の用に供する部分に対して行う改修工事であること。 

（３）補助金の交付決定後に工事に着工するものであること。 

（４）補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の末日まで

に実績報告書の提出ができること。 

２ 前項に定める経費のうち、次に掲げるものは、補助対象外とする。 

（１）門扉及び塀等の外構工事 

（２）容易に取り外しができる家具又は電化製品等を設置する工事 

（３）過去にこの要綱による補助金の交付を受けた空き家に対する改修工事 

（４）他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される改修工事 

（５）単にシロアリ等を駆除又は防虫する工事 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、売買契約の場合は補助対象経費の３分の１以内、賃貸借

契約の場合は補助対象経費の２分の１以内とし、１００万円を限度とする。 

２ 前項の規定により算定した補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、大台町空き家改修費補

助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して町長に申請するも

のとする。 

（１）誓約書（様式第２号） 

（２）事業計画書（様式第３号） 

（３）工事に係る費用の見積書の写し 

（４）工事の内容が分かる図面 

（５）対象物件の外観及び改修予定箇所の工事着工前写真 

（６）世帯全員の住基台帳の写し 

（７）対象物件とその土地の不動産登記事項証明書 

（８）世帯全員の町税の完納証明書等 

（９）その他町長が必要と認める書類 
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（交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定し、大台町空き家改修費補助金交付決定通知書（様

式第４号）により、申請をした補助対象者にその旨を通知するものとする。 

 

（工事の計画変更及び中止） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、当

該工事の計画を変更し、又は中止しようとするときは、大台町空き家改修費補

助金計画変更（中止）承認申請書（様式第５号）を町長へ提出し、その承認を

受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と

認めるときは、大台町空き家改修費補助金計画変更交付決定通知書（様式第６

号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 第１項に規定する軽微な変更とは、補助対象経費の変更であって、交付決定

額の２０パーセント以内の減額であるものとする。 

 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、工事が完了したときは、大台町空き家改修費補助金実績

報告書（様式第７号）を工事完了後２０日以内又は当該年度の３月３１日のい

ずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならな

い。 

 （１）改修工事に係る領収書の写し（経費の内訳が分かるもの） 

 （２）改修工事の内容が確認できる写真 

 （３）その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金額の確定） 

第 10 条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その報告に

係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付決定の

内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大台町空き

家改修費補助金額の確定通知書（様式第８号）により、交付決定者に通知する

ものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 11 条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた交付決定者は、大台町

空き家改修費補助金請求書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、交付決定者に補助金を



4 
 

交付するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 12 条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを

得ないと認める場合を除き、補助金交付額の全部又は一部を返還しなければ

ならない。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）この要綱又はその他法令の規定に違反したとき。 

（３）町長が不適当と認めたとき。 

（４）当該工事完了の翌年度から１０年未満の間に対象物件について、大台町

空き家バンク登録台帳からの取消し、貸与、売却、取壊し又は対象物件か

らの転居、転出等、対象物件に居住しなくなったときは、次に定める金額

を返還しなければならない。 

１年未満       交付額の１００パーセント 

１年以上２年未満   交付額の９０パーセント 

２年以上３年未満   交付額の８０パーセント 

３年以上４年未満   交付額の７０パーセント 

４年以上５年未満   交付額の６０パーセント 

５年以上６年未満   交付額の５０パーセント 

６年以上７年未満   交付額の４０パーセント 

７年以上８年未満   交付額の３０パーセント 

８年以上９年未満   交付額の２０パーセント 

９年以上１０年未満  交付額の１０パーセント 

 

（定住の確認） 

第 13 条 利用者が交付決定者の場合、補助金の交付を受けた翌年度から１０年

間、毎年度３月３１日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならな

い。 

（１）大台町空き家改修費補助金定住確認書（様式第１０号） 

 （２）住基台帳の写し 

 

（その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年７月 1日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （経過措置） 

３ この要綱の失効に伴い必要な経過措置は、町長が定める。 

  


